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現物支給

2.償還支給 と 現物支給 月謝託児
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500万/年以下横須賀市のみ







給食とは
給食とは，特定多数の人々を対象に継続的に提供する食事のことである。

●給食の対象者
特定多数の人々（給食の対象者。以下，喫食者という）とは，
特定の給食施設において継続的に提供される食事を利用する人である。

例えば，学校に通う児童・生徒（学校給食），企業の従業員（事業所給食），
入院患者（病院給食），保育所における乳幼児（保育所給食），身体障害
者・高齢者
（社会福祉施設給食・介護施設給食など）などである。



保護者様月々にかかる費用

1. 月謝 26,700円 － 25,700円 ＝ 1,000円

条件 「新1号認定」が必要/全員

3. 給食 対象外 給食の概念無

2. 託児 450円/日 11,300円/月
条件 「新2号認定」/年少～年長 64時間/月等

450円/日 16,300円/月
条件 「新3号認定」/満3歳児/Penguinのみ 64時間/月等

500万/年以下横須賀市のみ
































